
団体戦の点数集計⽅法 

３－１．競技番号毎の点数

・各競技番号とも順位に応じて、以下の得点ルールに則った得点を与える。 

【得点ルール】

・１位︓２９点 ２位︓２８点、以下「３０－順位」点とする。

・セミファイナル、最終予選２４位までは、チェック数で順位を付ける。 

但し、同点決勝が発⽣した場合には、同点決勝の順位を優先する。 

・最終予選まで進出した選⼿には、最低でも６点の点数を与える。

（つまり、最終予選に進出すれば、２５位でも、２６位でも、６点が与えられる。） 

・同点者が出た場合には、点数の按分はせず、同点者数の中の最⾼順位を採⽤して、 

全ての選⼿にその得点を与える。

・最終予選のひとつ⼿前の予選まで進出した選⼿には４点を与える。

・最終予選のひとつ⼿前の予選に進出できなかった全ての選⼿には２点を与える。 

３－２．競技番号毎の重み

・３－１で算出された点数を以下の倍率に応じて掛け合わせる。

別紙　得点倍率を参照してください。

３－３．団体戦の最終結果

・３－１で算出された点数を、３－２の倍率に応じで掛け合わせ、その合計点を各⼤学の得点と 

し、 点数の⼤きい順に順位を付ける。

・同点になった場合は、同順位とする。


